
1/4

令和７年度渋川市遊休農地再生利用事業補助金交付要領 

令和７年４月１日から適用 

 

　本補助金の交付目的、交付手続等は、次のとおりです。

 　市内にある遊休農地の解消を図るため、農業者等が行う遊休

交付目的 農地の再生利用を行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内

において補助金を交付します。

内  　市内にある遊休農地に対する取組で、遊休農地再生利用事業

容 補助対象事業 実施要領（平成３１年３月２９日付け農構第３０１９３－５号。

以下「県実施要領」という。）第２に定められたもの又は農地

中間管理機構（以下「機構」という。）を通した使用貸借権等

を５年以上の期間で受けた遊休農地の再生利用を行うものとし

ます。

 　補助対象事業を実施する農業者、複数の農業者により構成さ

補助対象者 れる農業者組織、新規就農予定者、渋川市農業再生協議会又は

農業参入する企業等とします。

 　補助対象事業を実施するために要した経費のうち、次に掲げ

補助対象経費 るものです。 

　（１）　発生防止推進事業 

県実施要領別記「遊休農地再生利用事業実施基準」

（以下「県実施基準」という。）第２の１（１）によ

ります。 

　（２）　再生利用事業 

県実施基準第２の２（１）によります。

 １　発生防止推進事業 

交付金額 補助対象事業費の２分の１以内の額とし、２００，０００

円を限度とします。 

２　再生利用事業 

補助金の額は、次に掲げる区分に応じて再生利用を行った

面積に取組単価（１０ａ当たりに要する経費）を乗じること

により、算定するものとします。ただし、補助対象事業費は

１件当たり２００万円未満であることとします。 

　（１）　所有権移転又は機構に無償で１０年以上貸付け、補

助対象者が５年以上耕作する場合 

取組単価は５０，０００円／１０ａとする。ただし、

対象農地が中山間地域に位置付けられている場合は、

取組単価を１５０，０００円／１０ａとし、取組単価

が５０，０００円／１０ａ以上で、１５０，０００円

／１０ａ以下の場合は、その取組単価を上限とする。 
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　（２）　所有権移転又は機構に無償で１０年以上貸付け、補

助対象者が５年以上耕作し、遊休農地を含み、事業実

施翌年度より、新たに耕作する農地面積が以下の条件

を満たす場合 

中山間地域以外の場合：３ha以上 

中山間地域の場合　　：１ha以上 

取組単価は１００，０００円／１０ａとし、取組単

価が５０，０００円／１０ａ以上で、１００，０００

円／１０ａ以下の場合は、その取組単価を上限とする。

ただし、対象農地が中山間地域に位置付けられている

場合は、取組単価を２００，０００円／１０ａとし、

取組単価が５０，０００円／１０ａ以上で、２００，

０００円／１０ａ以下の場合は、その取組単価を上限

とする。 

　（３）　５年以上の使用貸借権の設定等（ただし、トラクタ

ーを除く建設用重機等を利用した場合に限り適用す

る。） 

取組単価は３０，０００円／１０ａとする。 

　（４）　５年以上の使用貸借権の設定等 

取組単価は１５，０００円／１０ａとする。

予算額 　この補助金の事業全体の予算及び補助限度額は、４７５，０

００円です。限度に達した時点で受付を終了します。

交  １　発生防止推進事業 

付 交付条件 県実施基準別表１に該当しないこと。 

手 ２　再生利用事業 

続 県実施基準別表１及び農地法（昭和２７年法律第２２９号）

等 に規定する１号遊休農地のうち中山間地域以外で緑区分の農

地再生利用に該当しないこと。

 　対象となる年度の２月末日までに農政課へ書面の提出又はメ

交付申請の方法、 ールにて申請してください。予算額に達した時点で申請の受付

時期等 を終了します。 

　渋川市遊休農地再生利用事業補助金交付申請書（様式第１号）

に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて提出してくださ

い。 

　（１）　事業計画書 

　（２）　収支予算書 

　（３）　見積書又は事業費試算表 

　（４）　位置図 

　（５）　現況写真 
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　（６）　農地の使用貸借権の設定などが確認できる書類（農

用地利用集積等促進計画の写しなど） 

　（７）　申請者名義の通帳の写し（銀行名、支店名、支店番

号、口座種類、口座番号及び口座名義人が確認できる

もの） 

　（８）　個人の場合：本人確認書類（運転免許証又は個人番

号カード等）の写し 

　　　　　法人の場合：定款、履歴全部事項証明書又は所在地

証明書 

　　　　　団体の場合：団体の規約及び構成員の名簿 

【注】押印は省略することが可能ですが、その場合、書類の真

正性を担保するため、必要に応じ、電話等で確認を行う場合

があります。

 　申請のあった日から２０日以内に交付決定をします。 

交付決定の時期等 　補助金の交付又は不交付を決定したときは、渋川市遊休農地

再生利用事業補助金交付（不交付）決定通知書（様式第２号）

により通知します。

 　補助対象事業が完了したときは、その日から１か月以内又は

実績報告の方法、 その日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日までに、渋

時期等 川市遊休農地再生利用事業補助金事業完了実績報告書（様式第

３号）に次に掲げる書類を添えて、提出してください。 

　（１）　渋川市遊休農地再生利用事業補助金交付決定通知書 

　（２）　実績報告書 

　（３）　収支決算書 

　（４）　請求書、領収書又は事業費精算表

 　実績報告があったときは、当該報告書の審査及び必要に応じ

補助金の額の確定 て現地調査を行い、その成果が補助金の交付の決定内容及びこ

れに付した条件に適合すると認めたときは、渋川市遊休農地再

生利用事業補助金確定通知書（様式第４号）により交付すべき

補助金の額を確定します。

 　渋川市遊休農地再生利用事業補助金交付請求書（様式第５号）

請求の方法、支払 に渋川市遊休農地再生利用事業補助金交付決定通知書（様式第

時期等 ２号）を添えて、請求してください。 

　提出された請求書に基づき、請求日から２０日以内に支払い

ます。

 １　次の場合は、補助金の交付決定の全部又は一部が取り消さ

交付決定の取消し れます。 

又は補助金の返還 　（１）　偽りその他不正な手段により交付決定又は交付を受

けたとき。 
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２　次の場合は、指定された期限までに、補助金を返還しなけ

ればなりません。 

　（１）　補助金の交付を受けた後、補助金の交付決定を取り

消された場合は、取消しに係る部分の金額 

　（２）　交付を受けた補助金額が交付の対象となる事業及び

経費の実績額に基づき積算し確定した額を超える場合

は、超える部分の金額

 渋川市遊休農地再生利用事業補助金交付申請書（様式第１号） 

申請書等の様式 渋川市遊休農地再生利用事業補助金交付（不交付）決定通知書

（様式第２号） 

渋川市遊休農地再生利用事業補助金事業完了実績報告書（様式

第３号） 

渋川市遊休農地再生利用事業補助金確定通知書（様式第４号） 

渋川市遊休農地再生利用事業補助金交付請求書（様式第５号）

 　（１）　補助対象者は、補助対象事業に関する帳簿及び書類

その他 を備え付け、当該補助対象事業が完了した年度の翌年

度から５年間保存しなければなりません。 

　（２）　補助対象者は、市長の要求があったときは、補助事

業等の遂行状況について、当該要求に係る事項を書面

で市長に報告しなければなりません。

 渋川市役所農政課（第二庁舎） 

取扱担当課 電話　０２７９－２２－２５９３（直通） 

　　　０２７９－２２－２１１１（内線４９７３） 

メールアドレス　nousei＠city.shibukawa.gunma.jp



 様式第１号

 年　　月　　日

 　渋川市長　　　　　　様

　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　 

 

申請者　氏　名　　　　　　　　　　　　　　 

 

　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　 

（日中に連絡の付く電話番号を記載してください。） 

 

　　　渋川市遊休農地再生利用事業補助金交付申請書 

　渋川市遊休農地再生利用事業補助金について、関係書類を添えて下記のと

 おり申請します。

　なお、申請に当たっては、渋川市遊休農地再生利用事業補助金交付要領（

 補助対象者）の要件に該当することを誓約します。

記

１　事 業 の 名 称 　渋川市遊休農地再生利用事業

２　総 事 業 費 円

３　補 助 金 の 額 円

 

 ４　事 業 概 要

５　着手予定年月日

６　完了予定年月日

 （１）事業計画書 

７　添 付 書 類 （２）収支予算書 

（３）見積書又は事業費試算表 

 （４）位置図

（５）現況写真 

（６）農地の利用権設定などが確認できる書類（農

用地利用集積等促進計画の写しなど） 

（７）申請者名義の通帳の写し（銀行名、支店名、

支店番号、口座種類、口座番号及び口座名義人

 が確認できるもの）



（８）個人の場合：本人確認書類（運転免許証又は

個人番号カード等）の写し 

　　　法人の場合：定款、履歴全部事項証明書又は

所在地証明書 

　　　団体の場合：団体の規約及び構成員の名簿

８　誓 約 事 項 　遊休農地再生利用事業実施要領別記「遊休農地再

生利用事業実施基準」別表１及び農地法（昭和２７

年法律第２２９号）に規定する１号遊休農地のうち 

中山間地域以外で緑区分の農地再生利用に該当しな

いこと。 

　対象農地は借受又は取得後５年以上耕作します。

 

 ９　備 考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 様式第２号

 第　　号

 年　　月　　日

 　　　　　　　　　　　様

 

渋川市長　　　　　　　　　印 

 

　　　渋川市遊休農地再生利用事業補助金交付（不交付）決定通知書 

　　　　年　月　日付けで申請のあった渋川市遊休農地再生利用事業補助金

 について、下記のとおり決定したので、通知します。

 記

１　事 業 の 名 称 　渋川市遊休農地再生利用事業

２　補 助 金 の 額 円

３　条 件 　遊休農地再生利用事業実施要領別記「遊休農地

再生利用事業実施基準」表１及び農地法（昭和２

７年法律第２２９号）に規定する１号遊休農地の

うち中山間地域以外で緑区分の農地再生利用に該

 当しないこと。

　対象農地は借受又は取得後５年以上耕作するこ

と。

 

 ４　補助金不交付理由

 　（１）　補助対象事業に関する帳簿及び書類を

５　指 示 備え付け、当該補助対象事業が完了した

年度の翌年度から５年間保存してくださ

い。 

　（２）　市長の要求があったときは、補助事業

等の遂行状況について、当該要求に係る

事項を書面で市長に報告してください。



 様式第３号

 年　　月　　日

 　渋川市長　　　　　　様

　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　 

 

申請者　氏　名　　　　　　　　　　　　　　 

 

　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　 

（日中に連絡の付く電話番号を記載してください。） 

 

　　　渋川市遊休農地再生利用事業補助金事業完了実績報告書 

　　　　　年　　月　　日付け　第　号で交付決定のあった渋川市遊休農地

再生利用事業補助金について、補助対象事業が完了したので、関係書類を添

 えて下記のとおり報告します。

記

１　事 業 の 名 称 　渋川市遊休農地再生利用事業

２　総 事 業 費 円

 （交付決定額）　　　　　　　　　　　　円

３　補 助 金 の 額

（精　算　額）　　　　　　　　　　　　円

 

 ４　事 業 概 要

５　着 手 年 月 日

６　完 了 年 月 日

 （１）　渋川市遊休農地再生利用事業補助金交付決

  定通知書

  ７　添 付 書 類 （２）　実績報告書

 （３）　収支決算書

（４）　請求書、領収書又は事業費精算表

 

 



 様式第４号

 第　　号

 年　　月　　日

 　　　　　　　　　　　様

 

渋川市長　　　　　　　　　印 

 

　　　渋川市遊休農地再生利用事業補助金確定通知書 

　　　　年　月　日付けで完了実績報告のあった渋川市遊休農地再生利用事

業補助金について、下記のとおり確定したので、通知します。 

 記

１　事 業 の 名 称 　渋川市遊休農地再生利用事業

２　確 定 補 助 金 の 額 円

３　交付決定補助金の額 円

４　交 付 済 補 助 金 の 額 円

５　返 還 金 額 円



 様式第５号

 

渋川市遊休農地再生利用事業補助金交付請求書 

 

 年　　月　　日

 　渋川市長　　様

 

    

 請　求　金　額 円

 

 　　上記の金額を請求します。

 

　　　ただし、渋川市遊休農地再生利用事業補助金として 

 

 請求者　　住　所

 　　　　　名　称

 　　　　　職･氏名

 

 

（振込先口座）

 口座名義人 カナ

漢字

  口座番号 　　　　　　　銀行・信用金庫 　　　　　　　本店・支店

 　　　　　　　信用組合・農協 　　　　　　　支所・出張所

　１ 普通　　２ 当座　　№　　　　　　　　　

 ・発行責任者　　　　　　　　　　　（電話番号）

・担　当　者　　　　　　　　　　　（電話番号）

 ※固定電話番号をご記入ください


